
　
２
０
１
５
年
（
平
成
27
年
）
当
時
、
本

町
に
は
、
い
ず
れ
も
小
規
模
の
小
学
校
４

校
、
中
学
校
2
校
が
あ
り
、
次
世
代
教
育

を
目
指
し
、
小
規
模
校
の
特
色
を
生
か
し

た
教
育
施
策
「
学
校
間
の
連
携
授
業

（
R
G
授
業
）
や
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
を
推

進
し
て
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
構
想
に
先

駆
け
て
、
2
0
1
7
年
（
平
成
29
年
）
か

ら
全
小
中
学
校
の
I
C
T
環
境
を
整
備

し
、
1
人
１
台
の
i
P
a
d
を
全
児
童
生

徒
お
よ
び
全
教
職
員
に
貸
与
し
、
現
在
で

は
、
I
C
T
機
器
活
用
の
日
常
化
が
定
着

し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
取
組
を
し
て
い
く
中
、
保

護
者
や
地
域
住
民
か
ら
小
規
模
化
し
た
学

校
で
の
教
育
活
動
や
学
校
の
存
続
を
心
配

す
る
声
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
町
教
育
委
員
会
で
は
、

2
0
1
8
年
（
平
成
30
年
）
に
「
川
根
本

町
立
学
校
設
置
適
正
化
及
び
教
育
の
あ
り

方
検
討
協
議
会
お
よ
び
研
究
会
」
を
設
置

し
、
２
年
間
を
か
け
て
協
議
会
、
研
究
会

を
実
施
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
保
護
者
や
地
域
住
民
を
対
象
に

「
子
育
て
、
教
育
に
係
る
意
見
交
換
会
」

を
実
施
し
、
様
々
な
意
見
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

義
務
教
育
学
校
開
校
ま
で
の
流
れ

義
務
教
育
学
校

義
務
教
育
学
校

始
ま
り
ま
し
た

始
ま
り
ま
し
た

こ こにも、 一つの物語。
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こ
れ
ら
の
意
見
を
踏
ま
え
、
協
議
会
は

2
0
2
0
年
（
令
和
２
年
）
3
月
「
持
続

可
能
な
ま
ち
づ
く
り
の
視
点
か
ら
、
義
務

教
育
学
校
2
校
へ
の
再
編
が
適
切
で
あ

る
」
と
い
う
答
申
を
示
し
ま
し
た
。

　
町
教
育
委
員
会
で
は
、
こ
の
答
申
に
基

づ
き
、
2
0
2
0
年
（
令
和
２
年
）
4
月

か
ら
、
学
校
の
方
向
性
説
明
会
を
実
施
し

ま
し
た
。

　
ま
た
、
学
校
現
場
で
は
、
2
0
2
1
年

（
令
和
３
年
）
か
ら
教
職
員
全
員
が
参
加

す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
を
開
始

し
、
保
護
者
や
地
域
代
表
が
参
加
し
た
協

議
会
で
は
「
川
根
本
町
の
教
育
の
共
有
ビ

ジ
ョ
ン
」「
目
指
す
児
童
・
生
徒
像
」
「
児

童
・
生
徒
に
育
み
た
い
資
質
や
能
力
」
に

つ
い
て
ま
と
め
、
学
校
再
編
計
画
を
進
め

ま
し
た
。

　
更
に
、
2
0
2
2
年
（
令
和
４
年
）
8

月
か
ら
9
月
に
か
け
て
、
学
校
再
編
説
明

会
を
再
度
、
町
内
8
か
所
に
お
い
て
行

い
、
改
め
て
本
町
が
目
指
す
学
校
再
編
計

画
に
つ
い
て
説
明
を
重
ね
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
9
月
ま
で
の
町
議
会
に
お
い

て
、
学
校
設
置
条
例
の
一
部
改
正
が
可

決
、
２
０
２
３
年
９
月
議
会
で
義
務
教
育

学
校
設
置
条
例
が
可
決
さ
れ
、
2
0
2
4

年
（
令
和
６
年
）
4
月
「
三
ツ
星
学
園
」

と
「
光
の
森
学
園
」
の
義
務
教
育
学
校

が
、
２
校
同
時
に
開
校
し
ま
し
た
。

　 義務教育学校は、 小学校と中学校がひとつの学校となり 、 １ 年生から

９ 年生までの９ 年間一貫して教育を行う ことができる学校です。

　 特徴として

　 ①小中の先生が、 小中の児童生徒に、 どちらも指導、 かかわることが

できます。

　 ②小中の枠を超えた、 いろいろな学年との活動が可能となり ます。

　 ③自分の目標や将来の進路に向けて、 １ ～９ 年生の中で継続的に考え

ることができます。

　 ④「 川根本町の特色を生かした」 新しい教科の実施、 指導内容の入れ

替えも可能です。

　 学校教育法の改正により 、 2 01 6年（ 平成28年） から義務教育学校が

全国の市町村に設置できること になり まし た。 202 3年（ 令和５ 年） に

は、 全国で207校の義務教育学校が開校しています。 ここ数年は、 全国

で毎年20校ほど増加し 、 静岡県内では土肥小中一貫校が20 19 （ 平成

31年） に開校し、 本町の２ 校が県内で２ 番目、 ３ 番目の義務教育学校

となり ます。

義務教育学校とは義務教育学校とは

義務教育学校開校に向けた経緯

2 0 1 5年 小規模校の特色を生かした連携授業とキャリア教育の実施

20 17年 ICT機器を活用したGIGAスクールの導入

20 18年 教育のあり 方検討協議会・ 研究会の設置

20 19年 子育て、 教育に係る意見交換会の実施

20 20年 義務教育学校２ 校への再編の答申

20 20年 川根本町の学校の方向性説明会の実施

20 21年 教職員によるプロジェ クト ワーキングの開始

20 22年 学校再編説明会の開催

20 23年 義務教育学校設置条例の可決

20 24年 「 三ツ星学園」「 光の森学園」 の開校
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